
 

 

 

 

 

 

サークル活動(体験・入会)のご紹介
六浦南コミュニティハウスでは、サークルの活動場所として、研修室・和室を貸出（団体利用）しています。 

今年度は２３のサークルが活動しています。（学校開放で校庭や体育館で活動している団体もミーティングで

研修室・和室を利用しています） 

 左の「登録団体一覧」の中で、 「新規入

会」欄に「可」と記されているサークルは、体験

や入会が可能なサークルです。ご興味のある方

は、この登録団体一覧をご覧いただき（館内

に掲示・六浦南コミュニティハウスのホームペー

ジにも掲載しています）コミュニティハウスに電

話または窓口でお申し込みください。コミュニティ

ハウスから登録団体へ連絡をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年もはじまっています！ 

今年も第３土曜日（１０時 

～11 時 30 分）に自主事業 

「雑学江戸時代Ⅴ」を開催して 

います。4 月～9 月（参加費 

各回 200 円、定員 20 名） 

 詳細は、ホームページまたは 

電話・窓口にてお問合せくださ 

い。まだ募集中です！！ 

お問合せ・申込 

六浦南コミュニティハウス  
 045-785-7474 

六浦南コミュニティハウスは、地域の皆様方に幅
広くご利用していただく施設です。 文化活動や
相互交流を通じて、地域コミュニティの形成を促
進してまいります。 
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六浦南コミュニテイハウス  運営委員会会長 高橋 直夫  館長 堀川 憲雄 

金沢区六浦南 3-22-1（六浦南小学校内）TEL&FAX 785-7474  (火、金 休館) 

https://officekanazawa.org/mutsumina/ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞはこちらから→   
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一覧にないサークルを作って、六

浦南コミュニティハウスで活動するこ

とはできますか？ 

２名以上であれば、申込が可能で
す。（サークルで指導する講師がいる場合、講師
はサークルの代表にはなれません）代表者と連絡

係を決めて、団体登録票にご記入いただきます。 

但し、次のような場合、施設の利用は

できません。ご確認ください。 

⚫ 政治、宗教、営利を目的とした利用と
認められるとき 

⚫ 利用の目的がコミュニティハウス設置の

目的に反するとき 

⚫ コミュニティハウスの秩序を乱し、また

は、公益を害するおそれがあるとき 

⚫ その他、コミュニティハウスの運営管理

上支障があるとき 

https://officekanazawa.org/mutsumina/
https://lin.ee/QAVRE0c
https://lin.ee/WeuCLZu

